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アーメッド・ジョグラフ事務局長との意見交換会 
主催：IUCN-J 

 
日程：平成 20 年 9 月 11 日 16：00～18：00 

会場：地球環境パートナーシッププラザ（GEIC） 

  

参加者リスト 

  

アーメッド・ジョグラフ  生物多様性条約事務局長 

吉田 正人    国際自然保護連合日本委員会 会長 

  

小池 寛治    国連大学学長顧問 

大野 正人 （財）日本自然保護協会 保護プロジェクト部 部長代行 

鶴田 由美子   （財）日本自然保護協会 編集部 部長 

朱宮 丈晴    （財）日本自然保護協会 保全研究部 研究員 

徳川 恆孝 （財）WWF ジャパン会長 

樋口 隆昌    （財）WWF ジャパン事務局長 

安村 茂樹    （財）WWF ジャパン南西諸島担当 

草刈 秀紀   （財）WWF ジャパン自然保護室次長 

大倉 寿之    （財）WWF ジャパン広報担当 

石原 明子     トラフィックイーストアジアジャパン 

金成 かほる    トラフィックイーストアジアジャパン 

古南 幸弘    （財）日本野鳥の会 自然保護室 室長 

米田 政明    （財）自然環境研究センター 

富沢 泰夫    （財）損保ジャパン環境財団 事務局長 

岩間 芳仁    日本経団連自然保護協議会 事務局長 

半谷 順  日本経団連自然保護協議会 事務局次長 

音谷 紗絵    生物多様性ＪＡＰＡＮ 

辻  淳夫 日本湿地ネットワーク 共同代表 

伊藤 昌尚 日本湿地ネットワーク 事務局長 

伊藤 よしの   日本湿地ネットワーク 

柏木 実     日本湿地ネットワーク 

坂元 雅行     野生生物保全論研究会 代表 

田多 浩美     コンサベーション・インターナショナル 

河野 昭一    IUCN 生態系管理委員会 副委員長 

野上 ふさ子   地球生物会議 ALIVE 代表 

クリスティ ノザワ   バードライフアジア 代表 

シンバ チャン     バードライフアジア 主任研究員 

山田 麻木乃      バードライフアジア コンサルタント 

服部 仁美   （財）日本生態系協会 
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川池 芽美    （財）日本生態系協会 

舟橋 直子    IFAW （国際動物福祉基金）  

倉澤 七生    イルカ＆クジラ・アクション・ネットワーク 事務局長 

石黒 玲子   エコ・リーグ／（財）かながわ国際交流財団 

今村 和志    生物多様性フォーラム 

中野 美鹿    環境ジャーナリストの会 

林  雄太    国際青年環境 NGO A SEED JAPAN 代表 

小林 邦彦    国際青年環境 NGO A SEED JAPAN 

村上 正子 高木仁三郎市民科学基金 

  

守分 紀子 環境省自然環境局 

中島 尚子 環境省自然環境局 

  

宇都木 悟 生物多様性条約第 10 回締約国会議支援実行委員会 

河田 誠一 生物多様性条約第 10 回締約国会議支援実行委員会 

磯部 裕司 生物多様性条約第 10 回締約国会議支援実行委員会 

  

道家 哲平 IUCN-J 事務局 / 日本自然保護協会 

 通訳・文責： 道家哲平 

 テープ起し協力： IUCN-J ボランティア 若林 由美子 

 
 
 
 
 
意見交換会議事録 
 
吉田：皆さんこんばんは。時間になりましたので

アーメッド・ジョグラフ事務局長との意見交換会

をはじめたいと思います。 
前回、ジョグラフさんがいらしたのは COP9直

後の 6月でしたが、その時 IUCN日本委員会で会
合を持ちました。今回ジョグラフ事務局長は、名

古屋で開催予定のエコ・アジアにご出席のために

日本にいらしたのですが、この機会を捉えてもう

一度 NGOとの意見交換会をしたいというふうに
思いました。さらには、せっかくの機会ですから、

IUCNの会員だけではなくもう少し広い方々にお
声をかけようということで、ご連絡したところ５

０人近くの参加希望者がありました。そこで、会

場を急遽変更し、こちら環境パートナーシッププ

ラザ（GEIC）の方に来ていただいたわけです。 
ジョグラフさんは、みなさんもご存知のように

生物多様性条約の事務局長として世界を飛び回

って、2010年に名古屋で開催される COP10のた
めに奔走されていらっしゃいます。私たちもこれ

から日本の NGOとしてどういうふうに準備を進
めていったらいいかということをお互い意見交

換しなければいけないと思います。本日は、ジョ

グラフさんのご意見をお聞きして COP10 のロー
ドマップなどのお話しをお伺いできればと思い

ます。 
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アーメッド・ジョグラフ事務局長の挨拶 

 
ジョグラフ：みなさん、こんばんは。このような

機会を設けていただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 
私たちは、現在、地球の生命を守るというとて

も大きな課題に直面しています。そして国際社会

というのは一つの家族のようになってこの難題

に取り組んでいかなければいけないわけです。

2008 年 5 月にドイツのボンで COP9、第 9 回締
約国会議が開催されましたが、そこで改めて 2010
年は重要な会議であるということを確認しまし

た。5000 人近くの多くの参加者がボンに集まっ
たわけです。政府の首脳も集まりましたし、企業、

市長、そして国会議員といったさまざまな人も集

まりました。もちろん NGOも集まりました。そ
して名古屋までのロードマップというのを採択

したわけです。 
 
現在、すべての動きがさまざまな利害関係者を

生物多様性の課題に取り組ませるという方向に

向けて、動いています。そしてすべての市民社会、

政府が、生物多様性条約に関わっていくというプ

ロセスが動きだしているわけです。 
生物多様性条約の目的というのは、生命の多様

性を保全するということですが、それだけではあ

りません。生物多様性とその恵みを自然資源とし

て、持続可能なマナーで利用していくということ

も入っています。３つ目の目的には、自然資源か

ら得られる利益をどう共有するかということも

入っています。そして 5月の COP9というのは、
条約の目的を実現する上で、とても重要なマイル

ストーンになったといえます。改めてそこで確認

したのは、国際社会は「持続可能な開発に関する

首脳会議（WSSD：ヨハネスブルクサミット）」
で採択された目標、あるいは、ＥＵについていえ

ば、イエテボリで採択された目標、つまり 2010
年までに生物多様性の損失を食い止めるという

目標をどう達成できるか、という目標に対してわ

たしたちが責任を持っているということです。 

この 2010 年目標の達成年である 2010 年まで
残り 15 ヶ月しかないわけですが、まだまだ目標
の達成に向けて厳しい状況であるということが

報告されているわけです。国連のミレニアム生態

系評価によると生物多様性の状況或いはその損

失というのはいまだに進んでいるという報告が

出ましたし、地球規模生物多様性概況(Global 
Biodiversity Outlook)という UNEP が出した報
告書があるのですが、そこでも改めて私たち人類

はこの自然の生態系に対して回復不可能な状態

までの劣化に置かれているということがわかり

ました。しかし、まだ 2010 年目標というのは達
成可能だという結論を見出しています。国際社会

がこの 2010 年目標の達成に向けてまだまだ取組
みを加速しているからです。 
でありますから、2010 年というのは極めて重

要な年になります。COP10では、この 2010年目
標を評価することになる唯一の機会になるとい

うことです。この 2010年目標というのは、2002
年のヨハネスブルクのサミットの前に開催され

た COP6（第 6回締約国会議）において、条約の
長期・中期的目標を描いた戦略計画に位置づけら

れたもので、COP10 では、その戦略計画とあわ
せて評価することになります。 
現在、生物多様性条約には 191カ国が加盟して
います。COP9の時にブルネイ・ダルサラームが
加盟し、191カ国となりました。イラクが生物多
様性条約に加盟することを COP9で宣言し、先月
内閣で条約加盟の手続きをとったということで、

近いうちに 192カ国ということになります。この
すべての国が国別報告書というのを 2009年 3月
までに提出することになっていて、このナショナ

ル・レポートでは、2010年目標の達成について、
各国が報告することになっています。 

12 月にこの第 4 次国別報告書を準備するため
のアジアでの準備会合、キャパシティ・ビルディ

ング・ワーク・ショップというのを日本で開催す

ることになりました。これで、アジア各国が集ま

ってその生物多様性の影響が今どうなっている

のかということを評価することになります。この
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アジアというのは世界でも最大の生物多様性の

豊かな地域であり、かつ、経済成長が急速に加速

している地域です。その各国の生物多様性条約の

状況をどう評価するかというワーク・ショップが

開催される予定です。 
この国別評価書というのは、生物多様性の状況

を測り、2010 年目標の達成の状況などを評価し
ます。各国の報告は取りまとめられて、2010 年
に発表予定の地球規模生物多様性概況の第３版、

GBO3に反映される予定です。 
そして、2010 年はこの GBO3 をもとに 2010
年目標に何を成し得たかという議論するだけで

はありません。ここで、次の目標、今私たちは名

古屋ターゲットと呼んでいるのですが、名古屋タ

ーゲットを作らなければなりません。これはヨハ

ネスブルクで採択された目標に代わる、次の目標

になるわけです。 
もちろん次の目標というのは科学的なベース

に基づかなければならないわけで、条約の科学委

員会といえるサブスタ（SBSTTA）が 2010 年の
6月に計画されています。 
そしてまた CBDの COP10は、2009年にコペ
ンハーゲンで開催される気候変動枠組み条約の

会議の数ヶ月後に行われます。コペンハーゲンの

会議は、京都議定書の目標に代わる次の目標を決

めるという会議なので、気候変動枠組み条約と連

携した生物多様性条約の目標を決めるという重

要な機会でもあります。 
2006 年にブラジルのクリチバで開催された

COP8 で、国連に対して 2010 年を国際生物多様
性年にするようにという提案をし、この提案が

2006年に開催された国連総会で採択されました。
つまり 2010 年は国際生物多様性年というふうに
決まりました。 
この国際生物多様性年の目的は、あらゆる社会

に対して生物多様性の保全、あるいは、その持続

可能な仕方での利用というものを教育・普及し、

そして生物多様性の保全と持続可能な利用への

参加を呼びかけるという機会になります。2010
年の 1 月から始まって 12 月まで様々な機会でこ

のセレブレーションが行なわれます。 
この国際生物多様性年をより効果的にしてい

くためのウェブの戦略や行動計画というのも作

っています。ユネスコ本部のあるパリで国際生物

多様性年のオープニングイベントを行い、名古屋

市でも会合を茂田井と思いますし、石川県で国際

多様性年の最後の日のイベントができることを

願っています。またボンの会議では、今年の国連

総会に対して 2010年 9月に行われる予定の国連
総会で生物多様性に関する首脳会議というもの

を開催するよう提案しているところです。その首

脳会議が実現すれば COP10 の数週間前に生物多
様性に関する首脳レベルでの会合が行われると

いうことになります。 
ドイツでの COP9 では閣僚級会合が開催され
ました。この閣僚級会合では、基本的に環境大臣

が集まるものなのですが、ドイツ政府の努力によ

ってパラオやカナダの首脳、欧州委員会委員長も

参加されました。この伝統を引き継いで COP10
でも環境大臣に限らず首脳レベルでの参加とい

うのを是非進めていきたいと思います。というの

も、国連総会が行われた数週間後に行われるとい

うことで、その盛り上がりというのをやはり続け

るべきだというふうに期待しています。 
このサミットというのは、必ずしも首脳だけに

限るものではなくて、すべてのステークホルダー

が参加するものだと思うのです。本日午前中に、

環境省とも相談しましたが、是非ＣＢＤのパート

ナーに様々な団体を入れるということに前向き

に検討してくれるということで、経団連、企業も

非常に生物多様性には重要な役割を演じるので

すが、経団連自然保護協議会の方にも生物多様性

条約への関与というのを高めていきたいという

ふうに思っています。 
企業というのは、様々な技術を持っているわけ

で、そのグリーンテクノロジーというものに期待

したいところであります。ただ、これだけでは十

分ではありません。 
都市というのが非常に重要になってきます。名

古屋市では、現在、生物多様性に関する行動計画
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を準備しているというふうに聞いています。是非、

閣僚級会合の前にあるいは同時並行で、市長サミ

ットというのを開催して、生物多様性に対する都

市のあり方というのを是非検討してもらいたい

と思っております。 
国会議員というのも重要です。ドイツのボンの

会議では、国会議員による会議も開催されました。

人数としては少なかったのですが、生物多様性に

関する議員宣言というのを採択しました。この

2010 年には、日本の国会議員の皆さんに国会議
員の会議を開催していただきたいと思っていま

すし、その中で 2010 年に合意された決議という
ものをどう実現していくかというのを議論して

いっていただきたいと思っています。 
国会議員、市長、各地方自治体、科学者、首脳

さまざまな参加が重要ですが、それでもまだ足り

ないわけです。さらに重要なのは明日の市民、つ

まり子ども、若い世代ということになります。ド

イツのボンでも同じように子どもサミットとい

うのが開催されましたが、この流れというのを

COP10 でも行ってほしいというふうに思ってい
ます。 
ですので、名古屋の会議はすべての、あらゆる

分野がさまざまな会議を開催し、それぞれの分野

がリーダーシップを発揮し、COP10 に貢献して
いくということを期待しています。環境省のリー

ダーシップというのを特に期待したいところが

ありまして、G8 環境大臣会合で採択された神
戸・生物多様性のための行動の呼びかけというも

のがあります。こういうものが採択されたのは初

のことであります。ですので、環境省のリーダー

シップに期待して、様々なステークホルダーが

COP10 に関われるようなことを実現していただ
きたいと思います。 
もちろん政府にも期待したいところでありま

す。政府のリーダーシップを期待したい理由の一

つとして、この COP10 の誘致というのは、閣議
決定されたということ、つまり環境省だけの決定

ではなくて、全政府の決定であるということです。

そして、その決定は COP10 の開催される３年前

ということで、条約の歴史としては最も早いタイ

ミングになりました。このきっかけとなった

IUCN日本委員会が開催した 2007年 1月の会議
というものに感謝しています。 
自治体のリーダーシップにも感謝したいとこ

ろでありますし、愛知県、名古屋市のリーダーシ

ップに感謝をしています。ボンでは生物多様性に

対するローカル・アクションプランが採択されま

した。また、COP9の決議としても都市と生物多
様性というものが採択されました。名古屋でも生

物多様性と都市のサミットというのも期待して

いるところです。 
日本の科学者、共同体にも期待しています。国

際社会レベルで、今日本が提案しているのが里山、

里海という概念を議論していただきたいと思い

ます。里山という概念の背後には伝統的知識に基

づいた自然資源の管理というのがあるわけです。

伝統的知識に基づいた自然資源の管理の事例は、

世界中にあると思いますので、これを共有し、さ

まざまな技術あるいは知識、自然資源の扱いに対

するマナー、そういったものを、新しい技術とも

合わせた調和させたものを世界中から集めてい

くというのは素晴らしいことだと思います。名古

屋ではそれを国際社会全員が学んでいくよい機

会になってくれることを期待しています。 
ですので、名古屋ではユネスコとの共同事業と

いうのが見られることになると思います。つまり、

文化の多様性と生物の多様性というものの協同

の姿です。日本は是非、そういった生物多様性と

文化の関係性というものを提案していただきた

いと思います。 
今回は、日本の市民社会の代表の方々と会える

という機会を楽しみにしていました。日本の市民

社会の人々にもリーダーシップを発揮していた

だきたいというふうに思っています。今回

IUCN-Jがコーディネーターとなってこのような
会議が開催されて様々な人に出会うことができ

ました。また、名古屋の方からもご参加いただき

ました。日本の NGOの重要な役割としては国際
社会がみなさんの声を望み、みなさんと共に活動
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したいというふうに考えています。 
共に活動し、政府を建設的なマナーで支援し、

今、私たちが直面している大きな課題に、どう取

り組むかということについての答えというもの

を、見出すための支援というのが必要となってく

るわけです。COP10 の成功というのは必ずしも
環境省の成功ということではありません。日本の

政府の成功であるし、日本のすべての人々の成功

でなければならないわけです。そのためにも、市

民社会のみなさんの積極的な貢献とリーダーシ

ップがなければ実現しないわけです。2010 年ま
で残すところ一年半もありませんが、どのように

CBD 事務局として協力していけるか、協力関係
を構築していくかを今日は話し合いたいと思い

ます。 
名古屋のサミットは、普遍性・ユニバーサリテ

ィがなければならないといいました。イラクが加

盟して 192カ国になりました。しかし、我々は地
球上でまだ３カ国、CBD に入っていない国があ
るわけです。ソマリアとアンドラ公国とそしてア

メリカになります。COPが開催された２週間後に
名古屋で生物多様性 COP に向けたキックオフミ
ーティングというのが開催されて、1000 人参加
しました。これも、一つの日本が COP10 誘致に
準備があるという証明になったとは思うのです

が、その中で COP10 の歌というのが唄われまし
た。191 名の子どもが歌を唄ったのですが、
COP10 の場では 195 の子どもたちが COP10 の
歌を唄ったら素晴らしいことになるのではない

かと思います。 
みなさんには様々な役割があると思います。例

えばWWFはアメリカ・ワシントン DCに事務所
があり、生物多様性条約にアメリカを加盟させる

という働きかけというのができるでしょう。アメ

リカというのは経済大国でありますから、やはり

アメリカがいなければやはり生物多様性条約が

本来持っている目的というのは達成されないわ

けです。是非 NGOとしてのアメリカとの連携と
いうのを考えていただきたいと期待しています。

来年１月にワシントンで会合する予定なのです

が、そのアメリカの生物多様性条約への加盟とい

うのをすすめるような会合を持つ予定です。CBD
の歴史上初のユニバーサルサミット、全世界の

国々を巻き込んだ COP10 というものが開けたら
すばらしいことでしょう。日本の貢献できる領域

として、アメリカを巻き込み、全ての国がわたし

たちが直面する課題を解決するために一つのテ

ーブルに着くようにすることがあると思います。 
生物多様性条約事務局としては、日本の市民社

会との恒常的な対話というのをすすめていきた

いと思っており、そのための連絡員というのも置

いてありますし、ニュースレターというのも用意

しています。COP9では、ドイツの NGOが連携
のための国内委員会というものを作りましたが、

日本でも同様なスタイルというのを作ればいい

のではないかと思っているところです。言葉とい

うのは一つの障害と思いますが、環境省それから

名古屋市の方からスタッフを生物多様性条約事

務局の方へ派遣・出向していただくという計画が

ありますので、言葉に関する障害というのはきっ

と消えることだと思います。早ければ、10月頃位
にはその出向の方が事務局に参加して、コミュニ

ケーションを進めてくれると思います。 
事務局としてお約束したいことの一つとして

は、やはりホストとして日本が成功するために、

全面的に協力したいということです。ドイツとも

協力しまして名古屋までのロードマップという

のを最終案までできあがりました。この中ですべ

ての会合の日程、あるいは会場というのを定めて、

どのタイミングどういうインプットをすること

ができるのかというのをお示ししたいと思いま

す。来月スペインのバルセロナで行われる IUCN
の世界自然保護会議の前に、生物多様性条約の運

営委員会の役割を持つビューロ会議というのを

開催するのですが、その案をビューロに提案し、

検証しそこで採択された暁には、 
ウェブで公表し、ご紹介をしたいと思っていると

ころです。IUCNのバルセロナの会合には日本か
らも参加されるというふうに聞いていますが、名

古屋の COP10 に向けた準備がスタートできると
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いうふうに思っています。 
また、事務局として、日本で行われるさまざま

な準備会合というものについてもご協力したい

と思っていますし、専門家のスタッフの派遣とい

うのも、当然全面的に協力したいというふうに思

っております。もちろん、12月に行われる国別報
告書のワーク・ショップについても、日本に専門

家を派遣しますし、また 2009年 1月に開催予定
の ABS のコンプライアンス会合もそうです。も
ちろん、これから条約事務局に勤める連絡員の

方々も名古屋の会議に向けた準備に取り組んで

くれるということになります。 
今日は、本当にありがとうございました。

COP10 というのは国際 NGO がさまざまに参加
するような会議なのですが、みなさんもユニーク

な貢献ができるし素晴らしい貢献ができるわけ

です。日本というのは経済と環境と現代の技術の

間に、ハーモニーを生み出した国でもあります。

名古屋の COP10 というのは日本の NGO に対し
ての利益もありますし、世界の市民社会にしても

利益を相互に与えるような会議になってくれる

と信じています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質疑応答 

 
吉田：ジョグラフさんから、COP10に向けて様々
な準備をされている話を伺いました。特に 2010
年というのは、国際生物多様性年という大変重要

な年でありますし、それから 2010 年目標の達成
をそこで検証し、新しい名古屋生物多様性ターゲ

ットというのを作らなければいけないという大

事な年です。 
さらにその COP10 の前には、国連総会でヘッ
ド・オブ・ステイトによるその生物多様性の会議

が開かれるという話もありました。それから、

COP10の最中にも大臣級の会議が開かれるとか、
非常に大事な年だということがよく分かってき

ました。 
私としては、果たしてその時にどういう方が日

本の首相になっていて、どういう人が COP10 の
議長として壇上に立っているのか、生物多様性に

大変理解のある方がやってらっしゃるのかどう

か不安になってまいりましたけど、今不安に思っ

ていてもしょうがないので、NGO がこれから頑
張ってそういったことを国に対してもインプッ

トしていかなければいけないのかな、とそういう

風に思った次第です。 
 
この機会にですね、是非みなさんのご意見、こん

なことをしたいといった提案なども含んで、或い

はご質問でも結構ですから、おっしゃってくださ

い。通訳は IUCN日本委員会の道家が行います。 
 
草刈：WWFジャパンの草刈秀紀です。 
決まったものをどのように継続的に確認し、再

編成していけるかという、枠組が大事なんじゃな

いかなと思います。数値目標とかスケジュールを

作って、これまでに出されたいろいろな宣言とか

をその枠組みできちんとチェックしていく。 
そういうものを作っておけば、様々な目標が一

人歩きしても誰かが必ず確認できると思うんで

すけが、そのようなルール作りが必要だと思いま

す。 
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吉田：じゃあ、いくつかみなさんのご意見を伺っ

てからまとめてコメントいただきますので。最初

にお名前と団体名をおっしゃってください。 
 
林：インターナショナル・ユース NGO・A SEED
ジャパンの林雄太と申します。COP9 に参加し、
開会式ではユースとしてデモンストレーション

を行いました。 
COP10 へ向けては、ユースとして、二つの活
動を考えています、一つが普及啓発です。生物多

様性とは何なのか、何が重要なのか、日常生活で

何をすれば良いのか、COP10 とは何かを、多く
の若者に伝え、巻き込んでいきたいと思います。 
もう一つの活動として、私たち A SEED 

JAPANは ABS（遺伝資源へのアクセスとそこか
ら得られる利益の公正かつ衡平な配分）の問題に

取り組んでいきたいと思っています。COP10 で
の最重要議題の一つですが、日本ではほとんど知

られていない問題で、おそらく日本の NGOで取
り組んでいるところはないと思います。我々はそ

の問題について、なんらかの法的拘束力のある枠

組みが採択されることを支持する立場です。おそ

らく、日本政府（経済産業省）とは逆の立場とな

りますが、私たちは政府を変革させるための何か

を行いたいと思っております。 
私たちは COP10 に非常に関心をもち、私たち

若い世代の意見を主張するのにとてもいい機会

だと思っています。COP9の時のように、ユース
に生物多様性条約事務局にお力を貸してもらえ

ればと思います。 
 
伊藤（昌）：日本湿地ネットワークの伊藤昌尚と

いいます。今日、私たちは、この COP10 に向け
てよいスタートをきったと思います。でも、これ

に続くランナーが必要だと思うのですが、その一

番重要なのはやはり愛知県であり名古屋市民で

はないかと思うのです。名古屋の NGOの活動に
期待したいと思うのですが、一番最初にどんなグ

ループが活動したらベストだと思いますか？ 

 
今村：生物多様性フォーラムの今村と申します。

私たち生物多様性フォーラムでは、まず中核とな

るネットワーク組織づくりとその力を大きくし

ていく準備をしています。今回の COP10 が幅広
いいろいろなタイプの NGOと協力することがで
きるチャンスだと思っています。協力していただ

けるとうまくやっていけると思います。 
 
ジョグラフ：草刈氏による、コメントについて私

もまったく同感でありまして、ヨハネスブルクの

サミットで合意された目標はたしかに数値に関

する目標というのがありませんでした。そういっ

た数的目標あるいは指標、基準を設ける、タイム

ラインを設ける、そういった科学的ベースの、今

手に入る最新の科学に基づいた科学的ベースの

ものが必要だと思います。NGO の役割の一つと
して科学的なバックグラウンドを持っているわ

けですが、そこで重要な貢献というのをしていた

だきたいと思っております。 
ユースについては多様性条約もとても重視し

ていて、すでにユース担当の連絡員を置いている

ところです。今年の 5 月 22 日の生物多様性の日
には、グリーンウェーブというイニシアチブを立

ち上げました。48の学校が参加し、子どもに植林、
木を植えるという活動と普及をするという活動

をしています。国際的なパートナーシップを活か

し、国際的な協力を呼びかけています。たとえば、

ユニセフ等にも呼びかけをしているところなの

ですが、2010 年にも、名古屋サミットの前か、
同時並行で、ユースサミットを開催したい。もち

ろん、木を植えるというだけではなくて子どもに

とって、環境保護や自然についての理解がどうな

ったかという評価をしたい。また COP10 がさま
ざまな形で若い世代、子どもにも貢献、協力とい

うのを期待したいところです。 
それから、地域の市民社会に関してはもちろん

重要で、名古屋市民のみなさんもこの COP10 開
催を同意していると考えているところです。

COP10 の成功というのは、名古屋、愛知だけで
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はなくて全地域の支援が必要ということで、日本

全体に広げていく、そこの部分に関して頼りにし

たい部分がたくさんある、地元の市民の活躍に頼

りたい部分もたくさんあるということです。 
 
伊藤（よ）：日本湿地ネットワークの伊藤よしの

です。私たちラムサール条約のマニュアルという

のを翻訳しておりまして、ラムサール条約の普及

啓発に勤めております。聞くところによりますと、

ジョグラフさんが名古屋にいらした時には、私た

ちの代表である辻さんに、ＣＢＤもこのようなも

のを作るので、是非訳してくださいということを

おっしゃってくださったそうですけど、あらゆる

人たちを巻き込んだ重要なツールとして、もし、

そのようなものを作るなら私たちもチームを組

んで翻訳に取り組みたいと思っております。普及

ツールについて伺えるでしょうか？ 
 
坂元：野生生物保全論研究会の坂元雅行と申しま

す。質問なのですが、日本が国外の生物多様性の

保全について技術移転や資金供与以外にどのよ

うな貢献をなすべきだと、期待されているかお聞

きしたい。 
 
大野：日本自然保護協会の大野です。アメリカに

も生物多様性条約の締約国に是非なってほしい

という話がありました。日本で COP10 開催する
にあたって、日本がアメリカに締約国加盟に積極

的に働きかけられれば、それは日本にとっての一

つの成果になるのではないかと私も考えたこと

があります。ですが、なかなかいろいろ難しい問

題があるでしょうし、NGO の働きかけだけでは
何ともならない問題もあります。そこで、外交上

のカードとしてどういうものが考えられるのか。

日本政府の中でも環境省だけではなく、外務省や

国会議員とか様々なところからアプローチが必

要と思います。どういった外交カードを出せば、

アメリカは生物多様性条約にのってくるのでし

ょうか？ 
 

柏木：日本湿地ネットワークの柏木と申します。

ラムサール条約のことで、NGO として関わって
きてはいるのですが、ＣＢＤの場合に、締約国と

いうかパーティーではない NGOが具体的にその
条約に関わって、あるいは決議なり、どういう形

でできるのか、その仕組みの部分をお聞かせくだ

さい。 
 
ジョグラフ：まず、日本の役割ということなので

すが、これはもちろん技術移転とか財政だけでは

もちろんなくて、名古屋で素晴らしい会議場を提

供するというだけではなくて、さまざまな役割が

演じられると思っているところです。一つあるの

は、日本の経験、日本が持っているグリーンテク

ノロジーなどの技術だけではなくて、伝統的な文

化であるとか伝統的な自然に対するマナー、日本

はそれを調和させていますが、そういったものに

世界の人たちに提供する、触れる機会を与えると

いうこともできるのではないかと思います。世界

各地には、地域独自の文化や文化の扱い方があり、

何人かの研究者も里山のような概念に関心を持

っているところです。 
また、生物多様性条約は決議を出しているだけ

ではなくて、プラットフォームの場、いろいろな

意見・情報を交換するという場になります。 
国際社会の関心を高めるということも重要な

仕事で、明後日エコ・アジアというのが開催され

るのですが、これも経験を交流する場として日本

がアジア、太平洋の国々ですね、環境に関する

様々な機会を提供することで、今回生物多様性に

ついてのアジア・太平洋諸国の関心を高めるとい

う貢献になっていると思います。 
また生物多様性条約の会議で議題に対してど

のような意見・政治的立場を取ればいいのか、そ

ういったものを決める場を与える、用意するとい

うような提供もできると思います。 
また、日本が提供できるものとして、生物多様

性条約に関する第３次生物多様性国家戦略の経

験があります。第３次までつくっているのは日本

だけで、まさしくこれは重要なアイデアなのです。
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生物多様性国家戦略というのは１回作ってお終

いというものではなくて、これは生きた文章とし

て常に見直さなくてはいけないので、IUCNも推
進して、第 3次の戦略を持っているということを
しっかり世界に伝えていくということがあるで

しょう。 
CBD の第４次評価報告書を作るためのワーク
ショップの場を日本は提供するということもし

ているわけです。 
 
アメリカ等に関することですが、やはりあらゆ

るコンタクトというのを NGOは活用できるのだ
ろうと思います。繰り返しの事例になりますけど、

ＷＷＦや IUCNは、ＵＳＡにオフィスがあるとい
うことで、アメリカが多様性条約に関わってくる

ことを全面的に歓迎したいと思っています。ブラ

ジルの事例なのですけど、ブラジル政府として、

企業に「企業と生物多様性条約」が重要であるこ

とを伝えるため意見交換の機会として朝食会を

設けました。これらによって、COP8で企業と生
物多様性に関する決議が生まれたのですが、新し

いムーブメント（動き）というのを推進する役割、

あるいは可能性というのを日本というのは持っ

ています。 
アメリカとは戦略的な関係を考えたほうがよ

いと思います。アメリカが入れば、日本の生物多

様性条約に対する負担金というものもシェアで

きるということなので、是非是非、頑張って生物

多様性条約にアメリカを入れることに協力して

もらいたいなと思うところです。 
 
生物多様性条約の参加プロセスということで

は、生物多様性条約自体が特に IUCN 等々の

NGO の提案でできたということもあるので、国
家以外の NGO等とも一緒にパートナーとして行
動するということ、NGO を積極的に参加させる
という立場を堅持しているわけです。 
以前であれば、グローバル・バイオダイバーシ

ティ・フォーラム、現在では CBD アライアンス
といった組織・仕組みが、多様性条約が開催され

る前に様々な NGO を集めて、その COP で議論
される議題というものを検証することをしてき

ました。日本でも同様に COP10 で話題となる議
題について、NGO の視点で何を主張すべきか、
インプットするべきかという議論をする機会を

設ける、ということもあり得るのではないかと思

っています。 
生物多様性条約というのは、投票で決めるもの

ではなくて、コンセンサスすなわち全参加国一致

で決めるというプロセスを持っているわけです。

時には、その決議を評価するという意味でも、

NGO の役割というのが重みを持つことがありま
す。多くの場面で、NGO の発言の機会を本会議
あるいは分科会場で設けるということもしてい

るわけです。また、参加国の中には、政府団の中

に市民団体や国会議員を入れて参加代表団とい

うのを組むことがあります。そういった形で市民

あるいは国民の代表の声を入れていくというこ

とも他の国ではやっています。 
 
ラムサール条約のガイドラインを日本語に訳

した仕事はとても素晴らしい仕事だと思います。

同じように、CBD のガイダンスというのが日本
語に訳していただければ大変素晴らしいことだ

と思います。 
多様性条約自体も多様性条約の成果を様々な

形で広げていく、普及していく道具というのを持

っています。基本的には国際条約ということで、

６つの言語で訳しているわけです。そういうこと

もあって、環境省等に連絡調整員を多様性条約に

派遣していただくようなことにもなりましたし、

その方が様々な形で、日本語を使って、コミュニ

ケーションの壁をうまく解決して様々な情報を

日本に提供してくれると思います。 
ドイツの時、COP9の時にドイツ語のウェブサ
イトを用意するよう、ドイツ政府に提案したので

すが、同じように日本語の多様性条約に関するサ

イトを用意して、その中で日本語で多様性条約の

ガイドライン等を掲載するようにしていくこと

ができるといいのではないかと思います。もちろ
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ん NGOがそれぞれ用意されるニュースレターと
か会報であるとか、そういった形の情報提供とい

うのも、非常に多様性条約にとっても役立つもの

であると思います。 
 
吉田：ほかに、ご質問ございますか？ 
 
草刈：WWFジャパンの草刈です。今度の週末に、
哺乳類学会があります。哺乳類学会の人たちに対

しても呼びかけて行きたいと思いますが、まだ日

本の科学者の意識・歩みが非常にゆっくりだと感

じています。よろしければ、科学者に対してメッ

セージをいただきたいという要望です。 
 
ノザワ：バードライフ・インターナショナルのク

リスティン・ノザワです。先ほど、COP9 では、
たとえば企業や環境について新しい議論が行わ

れたと伺いました。2010 年、COP9 を踏まえ、
議論を繰り返すのではなく、物事を進めていくた

めに、私たちは何を、どう、提言すればよいので

しょうか。 
 
半谷：日本経団連自然保護協会の半谷でございま

す。COP10を名古屋で開催することについては、
COP9の時に反対をする動きもあったと聞いてお
ります。日本に関しては、国際的に非難を受けそ

うな環境問題として、たとえば、捕鯨の問題があ

りますが、COP10 を開催するにあたって、そう
した個別の環境問題が原因となって、開催や会議

の運営が困難になるとか、あるいはその会議の場

面でそういったところが大きくクローズアップ

されるとか、そういった可能性があると考えられ

ますか？ 
 
ジョグラフ：ボンで、私たちが取り組んだことは、

あらゆる組織あらゆる団体を巻き込むというこ

とです。多様性条約はこれまで様々な文章、ガイ

ドライン、ガイダンス様々なものを、あらゆる分

野で作ってきました。保護地域、海洋、エコツー

リズムなどなどです。実施に移らなければいけな

いときが来たのだと私は考えています。 
その実施のためのアライアンスだとか共同連

携というのが必要になってくるわけです。 
ドイツでは、はじめて市長会議というのが開催

されましたが、15名くらいの参加でした。名古屋
ではさらに発展させていく、ということで、ドイ

ツの市長会議があったために、多様性条約が正式

に作業プログラムとして都市を巻き込んでいく

ということができたので、名古屋ではさらに発展

させることができるだろうと思っています。 
さらに、議員によるイベントがおこなわれ、国

際議員パートナーシップによる宣言が採択され、

閣僚級会合で発表されました。企業による宣言も

行われました。COP10 が成功するためには、そ
のような形で、様々な関係者を巻き込んで条約の

実施に取り組んでいくということが重要になっ

てくるだろう、と思っています。 
日本がホストとして批判されたということも

ありました。それについては、条約としては 2007
年の 1月に閣議決定で、日本が COP10を引き受
けるというメッセージが出され、7 月にはパリで
行われた運営委員会では、その日本政府の提案と

いうのを歓迎したわけです。この運営委員会とい

うのは全世界の代表という形で、条約の運営を任

されるわけですから、全体として歓迎していると

いうことだと思います。 
たしかに、数名の NGOの人たちが反対のビラ
を配っていたということも聞いてはいるのです

けど、日本政府が閣議決定で、そして COP10 が
開催される 3年前に、その COP10を誘致すると
いう決定をしたということに対して、COP9の決
議のなかで、全政府コンセンサスで歓迎の意を表

したということでした。 
また、これまで何回か日本に来て様々な会議を

みてきた中では、環境省や愛知県や名古屋市との

意見交換の中で、世界を招き入れる準備がとても

進んでいると思っております。石川県でも同様に

リーダーシップをとって、様々な形で多様性条約

の COP10 に向けた準備を盛り上げていっていた
だけると聞いています。 
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ドイツでは様々な場所で200近いCOP9に向け
た準備会合というのが開かれましたので、日本で

も、日本各地で様々な会合を開いて欲しいと思い

ます。当然、科学者による会議などを開催して、

日本が今提案しようとしている里山、その伝統的

な知識に基づいた自然資源の利用といったもの

を科学者の世界でも盛り上げてといくというよ

うなことを、是非期待したいと思っております。 
 
吉田：ジョグラフさんのお話しでも、さまざまな

セクターとの関係が必要であるということです。

経団連の方から先ほどご発言いただきましたけ

ど、今回は NGOだけではなくて、様々な方がい
らしてますので、ちょっと、会議を閉める前にご

紹介だけさせていただきたいと思います。 
まず、小池さんをご紹介したいと思います。小

池さんは国連大学の学長顧問でいらっしゃいま

す。IUCNという団体は世界から選挙で理事を選
ぶことになっています。外務省の赤尾さんが現在

IUCNの理事をされているんですけど、２期務め
られましたが、規約上３選はできませんので、現

在小池さんが立候補されています。IUCNの会員
の方は、ご存知と思うんですけど。今度 10 月に
バルセロナで開かれます世界自然保護会議の中

で選挙が行われまして、その中でアジアから３人

理事が選ばれるわけですけど、日本としては是非

小池さんに理事になっていただきたいと思って

います。 
メンバーの方がいらしたら、是非投票していた

だきたいし、もし行けない団体の方がいらっしゃ

いましたら、それは道家が行きますから票を預け

ていただきたいと思います。 
 
小池：ただ今、ご紹介にあずかりました小池です。

この次のバルセロナで開かれる IUCN 世界自然

保護会議において選挙があります。その選挙で南、

東アジアの地域を代表する理事の 1人として、選
挙運動に入ったところです。この中の何人かの方

とはバルセロナでお目にかかると思いますが、ど

うかみなさんが関係のあるほかの国の NGOの方

たちにも働きかけていただければ大変ありがた

いと思います。どうぞよろしくお願いします。 
 
吉田：2008年から４年という任期ですので、2010
年を含む大事な期間です。日本からの理事が

IUCN 
にいるということはすごく大事なことですので、

みなさんお願いします。 
それから、あと政府関係、それから名古屋から

もいらしていますのでご紹介だけさせていただ

きます。環境省自然環境局からは、守分さんと中

島がいらっしゃっています。それから、名古屋か

らは、生物多様性 COP10 の支援実行委員会とい
うのが 9月にできまして、そちらからは、宇津木
さん、河田さん、磯部さん。 
名古屋の支援実行委員会の方でも、なるべく

NGO のみなさんの意見を入れながら準備をすす
めていきたいということです。一旦このミーティ

ングは終了させていただいて、その後でお時間の

ある方はちょっと残っていただき、支援委員会の

方に対していろいろお話しをする機会が持ちた

いと思います 
 
大野：終わる前にジョグラフさんに、ちょっとネ

ガティブな情報を提供しなくてはならないこと

があります。愛知県では、今トヨタのテストコー

ス問題があります。 
これは、トヨタ本社から車 30 分の距離、豊田

市と岡崎市の市境の里山でトヨタがテストコー

スと研究施設を造るという計画があります。660
ヘクタールというかなり大規模な計画です。これ

に、愛知県が絡んでおり、県が造成をしてトヨタ

が買い取るという計画です。それが、タイミング

よく 2010 年に造成が始まるという計画です。そ
の里山を象徴するサシバ（絶滅危惧Ⅱ類）という

猛禽類が繁殖しています。 
地元の団体の中でも、いろいろ意見がありまし

て、反対している団体もあります。愛知県やトヨ

タの方では、COP10 ということもありますし、
意見を組み入れながら規模を縮小したり、トンネ
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ル化をしたりという努力はされています。しかし、

日本が「SATOYAMAイニシアチブ」を表明する
なか、それで十分里山が保全できるのか、世界に

示すモデルになるのかという課題、そもそも里山

という環境に計画することなのか、計画プロセス

に公開性があったのか、いろいろ懸念されること

は沢山あります。 
少しずつ県内でも社会的に注目されている問

題です。これは、場合によっては、世界から非難

を浴びることになるかも知れませんし、愛知万博

の時のような地雷になってしまうかもしれませ

ん。そんな心配を日本自然保護協会としては今、

持っています。ジョグラフさんにお願いしたいの

は、このたび名古屋に行く機会に、愛知県や名古

屋の政財界、トヨタ、地元の自然保護団体の方た

ちからぜひ情報や意見を聞いていただきたい。 
 
ジョグラフ：この話については初めて聞いたので、

まだよく情報が分かっていないので、その事業自

体にコメントはできません。世界各地で多くの開

発に関する問題があるということで、基本として

は環境アセスメントと対話を通じて自然保護に

ついての解決を見出していきたいと思うところ

であります。もちろん、その中にはどのような形

で市民団体や地域の住民や地域の自治体という

のが、関わって対話していくことができるか、そ

してこの事例が名古屋だけではなくて日本にと

っての見本となるような事例になるといいので

はないか思います。 
企業だけではなくて、自然にとっても利益のあ

るような、地域の自治体にとっても利益があるよ

うな解決法をなんとか模索できるといいのでは

ないかと思っているところです。 
生物多様性条約のなかで、企業の参加というの

が進んでいることからもお分かりになるとおり、

あらゆる組織・団体というものが、自然の声を聞

かなければいけないという状況になっているわ

けです。当然、企業もです。自然の重要性に関心

を持っているということなので、私が愛知や名古

屋に行った際には、さまざまな形で対話を通じて

いきたいと思っています。 
 
吉田：どうも、みなさんありがとうございました。 


